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平成 30 年第８回野洲市議会定例会提出案件 

 

１ 予算 ９件 

□議第 103 号 平成 30 年度野洲市一般会計補正予算（第９号） 

①予算額 

・補正前予算額  ２０，４５０，５００千円 

・補正額        １５６，４２７千円 

・補正後予算額  ２０，６０６，９２７千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・障害者自立支援負担金の対象事業である介護給付費等の増額に伴う国庫負担金

（43,392 千円）及び県負担金（21,696 千円）の増額 

・障害児施設給付費等負担金の対象事業である障がい児給付費の増額に伴う国庫負

担金（9,236 千円）及び県負担金（4,618 千円）の増額 

・地域生活支援事業費の増額に伴う国庫補助金（4,587 千円）及び県補助金（2,293

千円）の増額 

・母子生活支援施設措置に伴う財源として分担金及び負担金の計上（116 千円）、

国庫支出金（2,542 千円）及び県支出金（1,271 千円）の増額 

・ため池ハザードマップ作成委託料の財源として県支出金の計上（4,915 千円） 

・財政調整基金繰入金の取り崩しを減額（△80,000 千円） 

・財源調整として繰越金の増額（59,437 千円） 

【歳出】 

・障がい者介護給付費及び訓練等給付費等の支出見込に伴う給付費の増額（72,972

千円） 

・障がい児放課後等デイサービス事業等の支出見込に伴う障がい児給付費の増額

（18,471 千円） 

・日中一時支援事業の利用増加等による地域支援事業費の増額（9,173 千円） 

・母子生活支援施設措置に伴う措置費増額（5,200 千円） 

・ため池ハザードマップ作成に伴う、作成委託料の計上（5,130 千円） 

・構成各市の消防費負担金調整による湖南広域行政組合（消防事業）負担金の減額

（△5,473 千円） 

 □議第 104 号 平成 30 年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  ①予算額 

・補正前予算額   ５，０４６，６７７千円 

・補正額          １３，４７３千円 

・補正後予算額    ５，０６０，１５０千円 
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  ②補正の概要 

【歳入】 

・国保情報データベースバージョンアップに対する特別調整交付金を増額（270 千

円） 

・人事異動等による職員給与費等繰入金の増額（13,203 千円） 

【歳出】 

・国保情報データベースバージョンアップによる国保連合会負担金の増額（270 千

円） 

 

□議第 105 号 平成 30 年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

①予算額 

・補正前予算額    ５７７，２５５千円 

・補正額           △２８千円  

・補正後予算額    ５７７，２２７千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・人事異動等による職員給与費等繰入金の減額（△28 千円） 

【歳出】 

・人事異動等による人件費の所要額を減額（△28 千円） 

 

□議第 106 号 平成 30 年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

①予算額 

・補正前予算額  ４，３９５，２９２千円 

・補正額       △１５，７１７千円 

・補正後予算額  ４，３７９，５７５千円 

  ②補正の概要 

【歳入】 

・人事異動等による職員給与費等繰入金の減額（△10,734 千円） 

【歳出】 

・居宅介護福祉用具購入給付費見込量の変更に伴う増額（557 千円） 

・リハビリテーション専門職派遣依頼に伴う報償金を計上（1,096 千円） 

 

 □議第 107 号 平成 30 年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第３号） 

①予算額 

・補正前予算額     ４７，２６４千円 

・補正額         １，１２４千円 

・補正後予算額     ４８，３８８千円 
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②補正の概要 

【歳入】 

・財源調整として基金繰入金を増額（1,124 千円） 

【歳出】 

・さくら墓園地盤沈下による移転補償費の計上（1,124 千円） 

 

 □議第 108 号 平成 30 年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第 1号） 

①予算額 

・補正前予算額  ３，１２１，６８７千円 

・補正額        △４，５００千円 

・補正後予算額  ３，１１７，１８７千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・利率減に伴う借換債の減額（△4,500 千円） 

【歳出】 

・借換債利子確定に伴う不用額の減額（△4,500 千円） 

 

□議第 109 号 平成 30 年度野洲市水道事業会計補正予算（第 1号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ９７１，０４１千円 

・補正予算額           ０千円 

・補正後予算額    ９７１，０４１千円 

 〔支出〕 

・現計予算額     ９２２，９９０千円 

・補正予算額      △１，７３４千円 

・補正後予算額    ９２１，２５６千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ６３７，１１６千円 

・補正予算額     △６０，０００千円 

・補正後予算額    ５７７，１１６千円 

 〔支出〕 

・現計予算額     ９２３，８５６千円 

・補正額          △６９６千円 

・補正後予算額    ９２３，１６０千円 
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②補正の概要 

【収益的支出】 

・メーター交換材料費（718 千円）を計上 

・人事異動等による人件費の所要額を減額（△2,452 千円） 

【資本的収入】 

・企業債の減額（△60,000 千円） 

【資本的支出】 

・人事異動等による人件費の所要額を減額（△696 千円） 

 

□議第 110 号 平成 30 年度野洲市下水道事業会計補正予算（第 1号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額   １，９５６，６１８千円 

・補正予算額           ０千円 

・補正後予算額  １，９５６，６１８千円 

 〔支出〕 

・現計予算額   １，８１８，５３４千円 

・補正予算額       １，５９２千円 

・補正後予算額  １，８２０，１２６千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ８４７，７９８千円 

・補正予算額    △１３０，０００千円 

・補正後予算額    ７１７，７９８千円 

 〔支出〕 

・現計予算額   １，４３０，０７２千円 

・補正予算額        △５８５千円 

・補正後予算額  １，４２９，４８７千円 

②補正の概要 

【収益的支出】 

・人事異動等による人件費の所要額を減額（△367 千円） 

・漏水減免還付金を計上（1,959 千円） 

【資本的収入】 

・資本費平準化債の減額（△130,000 千円） 
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【資本的支出】 

・人事異動等による人件費の所要額を減額（△585 千円） 

 

□議第 111 号 平成 30 年度野洲市病院事業会計補正予算（第２号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額       ７，５４４千円 

・補正予算額           ０千円 

・補正後予算額      ７，５４４千円 

 〔支出〕 

・現計予算額       ７，５４４千円 

・補正予算額           ０千円 

・補正後予算額      ７，５４４千円 

【資本的収入及び支出】 

 〔収入〕 

・現計予算額     ２５６，２９３千円 

・補正予算額          ５５千円 

・補正後予算額    ２５６，３４８千円 

 〔支出〕 

・現計予算額     ２５６，２９３千円 

・補正予算額          ５５千円 

・補正後予算額    ２５６，３４８千円 

②補正の概要 

【資本的収入】 

  ・一般会計出資金（55 千円） 

【資本的支出】 

・人事異動等による人件費の所要額を増額（55 千円） 

 

２ 条例制定・改廃 １２件 

□議第 112 号 野洲市工場立地法準則条例 

既存企業の工場敷地の有効利用、立地促進に向けた工場立地上の緑地面積率、環境 

施設面積率を国の基準の範囲内で設定する。 
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 国が定める基準の範囲 現 行 条例による見直し後 

緑地面積率 環境施設 

面積率 

緑地面積率 環境施設 

面積率 

緑地面積率 環境施設 

面積率 

第1種区域 

（住居・商業） 

20%～ 

30％ 

25％～ 

 35％ 

 

20％以上 

 

25％以上 

 

20％以上 

 

25％以上 

第2種区域 

（準工業） 

10％～ 

25％ 

15％～ 

  30％ 

 

20％以上 

 

25％以上 

 

10％以上 

 

15％以上 

第3種区域 

（工業・工業専用） 

5％～ 

20％ 

10％～ 

  25％ 

 

20％以上 

 

25％以上 

 

10％以上 

 

15％以上 

第4種区域 

（市街化調整区域） 

5％～ 

25％ 

10％～ 

  30％ 

 

20％以上 

 

25％以上 

 

10％以上 

 

15％以上 

 

施行日 公布の日 

 

□議第 113 号 「小篠原台」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

建築基準法の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物について制限を設け

る。 

 A 地区 B 地区 

建築物の用途の制限 主として戸建住居 事業用地 

建築物の容積率の最高限度 80％以下 200％以下 

建築物の建蔽率の最高限度 50％以下 60％以下 

建築物の敷地面積の最低限度 200 ㎡以上 200 ㎡以上 

壁面の位置の限度 1ｍ以上 ― 

建築物の高さの限度 10ｍ以下 13ｍ以下 

この表において A 地区および B 地区の区域は、大津湖南都市計画「小篠原台」地区計画で

定める区域をいう。 

 

施行日 公布の日 

 

□議第 114 号 野洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法

律（平成 30年法律第 44号）のうち、生活保護法に関する箇所が平成 30年６月８日に 

施行されたことに伴い、関連する条例の整備を図るため所要の改正を行う。 

・条例別表第２において、野洲市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する
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事務であって規則で定めるものの特定個人情報欄に「進学準備給付金」を加える。 

 

施行日 公布の日 

 

□議第 115 号 野洲市くらし支えあい条例の一部を改正する条例 

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため生活困窮者自立支援法等の一部を改正

する法律（平成 30 年法律第 44 号）が施行されたことに伴い所要の改正を行う。 

・現行の支援調整会議を改正生活困窮者自立支援法の支援会議として位置づける。 

 

施行日 公布の日 

 

□議第 116 号 野洲市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する条例 

野洲市コミュニティバス路線等再編について、平成 30 年３月 22 日開催の野洲市地 

域公共交通会議の審議を経て、平成 31 年４月から実施することとなったため、条例

第３条に規定する運行路線名に「安治コース」と「希望が丘コース」を加える。 

 

施行日 平成 31 年４月１日 

  

□議第 117 号 野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び野洲市長等の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例 

  人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されることを受け、本市議会議員、 

 市長及び教育長の期末手当についても同様の改定を行うため、所要の改正を行う。 

 第２、４条 期末手当 年間 3.30 月→年間 3.35 月（＋0.05 月） 

（平成 30 年 12 月期から改定） 

 第３、５条 期末手当の支給月数を平成 31 年度から６月分と 12 月分で平準化 

                   

施行日 公布の日（ただし第３条及び第５条は平成 31 年４月１日） 

 

□議第 118 号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されることを受け、本市職員の給料 

 勤勉手当、宿日直手当についても同様の改定を行うため、所要の改正を行う。 

  また、管理職員特別勤務手当の支給対象の勤務時間帯を、週休日等の勤務又は週休 

日等以外の日の午前０時から午前５時までの勤務としていたものを、午後10時から翌 

日の午前５時までの間の勤務とするよう見直し、運用の改善を行うことで、これまで 

の代休措置・管理職手当制度に加えて、管理職員の給与上の補完措置を図る。 

 第 1 条 ・宿日直手当 4,200 円→4,400 円（平成 30 年４月１日に遡及適用） 
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・勤勉手当 正規職員：12 月 0.90 月→ 0.95 月 

           再 任 用：12 月 0.425 月→0.475 月 

（12 月支給差額分 0.05 月） 

・給料表（行政職、教育職）の改正（平成 30 年４月１日に遡及適用） 

          400 円の引き上げを基本に月例給を改定（平均改定率 0.2％） 

          初任給は 1,500 円、若年層は 1,000 円程度の引き上げ 

  第２条 管理職員特別勤務手当取扱に係る改正 

  第３条 期末手当、勤勉手当の支給月数を平成 31 年度から６月分と 12 月分で平

準化 

 

施行日 公布の日（ただし第２条は平成 31 年１月１日、第３条は平成 31 年４月１日） 

 

□議第 119 号 野洲市債権管理条例の一部を改正する条例 

  積極的な債権の管理を進めていくため次の２点の改正を行う。 

  ・私債権に限定されていた債権放棄を非強制徴収公債権についても債権放棄できる 

   ように改正する。 

  ・徴収停止債権について一定期間経過後に私債権、非強制徴収債権問わず債権放棄 

できるように改正する。 

 

施行日 平成 31 年１月１日 

 

□議第 120 号 野洲市立幼稚園条例及び野洲市立保育所条例の一部を改正する条例 

  三上こども園施設整備および野洲市子ども・子育て支援事業計画に基づき、野 

洲市立幼稚園条例に規定する幼稚園の園児の定数を改正し、野洲市立保育所条例 

に規定する野洲市立三上保育園の位置を改正する。 

 

名 称 
定 数 

現 行 改正後 

野洲市立中主幼稚園 400 人 340 人 

野洲市立野洲幼稚園 380 人 260 人 

野洲市立ゆきはた幼稚園 30 人 30 人 

野洲市立さくらばさま幼稚園 50 人 50 人 

野洲市立三上幼稚園 130 人 60 人 

野洲市立祇王幼稚園 215 人 190 人 

野洲市立篠原幼稚園 60 人 60 人 

野洲市立北野幼稚園 310 人 260 人 
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   ・野洲市立三上保育園 野洲市近江富士五丁目１番３号 → 野洲市三上 134 番地 

 

施行日 平成 31 年４月１日 

 

□議第 121 号 野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例の 

       一部を改正する条例 

  湖南広域行政組合が、平成 31 年４月１日に「し尿および浄化槽汚泥の収集に関す 

 ること」を権能返還することに伴い、湖南広域行政組合で規定されていた一般廃棄物 

 （浄化槽汚泥）および浄化槽汚泥清掃業許可申請等の規定を野洲市廃棄物の適正処理 

 及び再利用並びに環境に関する条例及び野洲市手数料条例に加える。 

 

施行日 平成 31 年４月１日 

 

□議第 122 号 野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例 

  管理職員特別勤務手当の支給対象の勤務時間帯を、週休日等の勤務又は週休日等以 

 外の日の午前０時から午前５時までの勤務としていたものを、午後 10 時から翌日の 

 午前５時までの間の勤務とするよう見直し、運用の改善を行うことで、これまでの代 

 休措置・管理職手当制度に加えて、管理職員の給与上の補完措置を図る。 

 

施行日 平成 31 年１月１日 

 

□議第 123 号 野洲市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

  野洲市民病院事業の公営企業法の全部適用への移行と事業管理者の設置を平成31年 

４月１日に同時に行うこととなっているが、事業管理者の職務・職責を整理したとこ 

ろ、平成31年７月１日の病院の開院と同時に設置する方が適当ではないかとの考えか 

ら、所要の改正を行う。 

 

施行日 公布の日 

 

３ その他 ２件 

□議第 124 号 財産の譲与について 

  医療法人御上会に有償で貸し付けている旧篠原幼稚園園舎および別棟建物について、 

 当該敷地上で野洲市第７期介護保険事業計画に基づく介護老人福祉施設を整備しよう 

とする社会福祉法人すみれ厚生会から、当該整備工程の関係上、原因者として解体・ 

建替を施工するべく、当該建物の所有権と借地権を得たい旨の申出があった。 

申出人の計画の行政的・福祉的価値の高さや、また当該建物は市も今後解体の方針 
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案にある施設であり、有償での引渡しは通常の取引慣行に照らしても過剰な要求であ 

ると考えられ、さらに今後予定される除却工事が不要となり財源支出を抑制できるこ 

と等から、地方自治法第 96 条第１項第６号の規定により、当該建物を無償譲渡する 

ことについて議会の議決を求める。 

 

 

□議第 125 号 おうみ自治体クラウド協議会を設置する地方公共団体の数の増加及びお

うみ自治体クラウド協議会規約の変更に関する協議につき議会の議決を求

めることについて 

地方自治法第 252 条の 6の規定により、平成 31年 4月 1日から、おうみ自治体クラ

ウド協議会に甲賀市が加入し、おうみ自治体クラウド協議会規約を変更することにつ

いて、草津市、守山市、栗東市、湖南市、近江八幡市、米原市及び甲賀市と協議する

ことにつき、同法第 252 条の 2の 2第 3項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 


